
 

 葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

  令和６年12月13日 

 

                      葛飾区長 

 

葛飾区条例第46号 

 

 

 

   葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例 

葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例（昭和57年葛飾区条例第14号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表⑴の部葛飾区亀有東自転車駐車場の項及び葛飾区亀有西自転車駐車場の項を削る。 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


